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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第20期

前第３四半期
連結累計期間

第21期
当第３四半期
連結累計期間

第20期
前第３四半期
連結会計期間

第21期
当第３四半期
連結会計期間

第20期

会計期間

自  平成21年
４月１日

至  平成21年
12月31日

自  平成22年
４月１日

至  平成22年
12月31日

自  平成21年
10月１日

至  平成21年
12月31日

自  平成22年
10月１日

至  平成22年
12月31日

自  平成21年
４月１日

至  平成22年
３月31日

売上高（千円） 194,349 330,452 66,596 121,441 274,671

経常損失（△）（千円） △129,695△91,321 △51,062 △16,300△260,578

四半期（当期）純損失（△）　（千

円）
△140,108△133,777△52,172 △56,131△270,545

純資産額（千円） － － 372,562 374,932 298,271

総資産額（千円） － － 437,790 486,580 391,601

１株当たり純資産額（円） － － 7,099.945,555.335,399.84

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△3,500.96△2,063.29△994.26 △860.43△6,226.01

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 82.3 74.5 73.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△139,792△89,362 － － △223,732

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△184,940△80,011 － － △208,738

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
243,676 195,856 － － 242,151

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 148,255 88,404 61,921

従業員数（人） － － 5 9 12

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、税込処理を採用している一部の連結子会社を除き消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期（当期）純損失であるため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

  当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。なお、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。 

　

３【関係会社の状況】

  当第３四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であったロハスカーボンＣＯ２研究所株式会社は、当社

が所有する株式の一部を売却したため、関連会社ではなくなりました。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 9     

　（注）　従業員数は、就業人員（受入出向者を含め社外への出向者及び臨時従業員を除く。）であります。

(2）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 4     

　（注）　従業員数は、就業人員（受入出向者を含め社外への出向者及び臨時従業員を除く。）であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　該当事項はありません。

　　

(2）受注状況

　当第３四半期連結会計期間における受注はありません。

　

(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

　
前年同四半期比（％）　

　

ＲＦＩＤ事業（千円） 16,377 39.4

決済代行事業（千円） 3,652 113.1

マーケティング事業（千円）　 54,937 262.9　

医療設備・設備貸与事業（千円） 43,409 －

　報告セグメント計（千円） 118,377 180.3

その他（千円）　 3,064 327.1

合計（千円） 121,441 182.4

　（注）１．上記の金額には、税込処理を採用している一部の子会社を除き消費税等は含まれておりません。　

２．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ロハスカーボンCO2研究所株式会社　 25,910 38.9 25,426 20.9

トッパン・フォームズ株式会社 24,446 36.7 2,112 1.7

東芝ソリューション株式会社　 7,082 10.6 11,070 9.1

３．上記の金額には、税込処理を採用している一部の連結子会社を除き消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

継続企業の前提に関する重要事象等　

  文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。

　当社グループは、前連結会計年度において営業損失153,717千円、当期純損失270,545千円を計上し、当第３四半 期

連結会計期間におきましても、営業損失16,218千円、四半期純損失56,131千円を計上いたしました。また、営業 活動

によるキャッシュ・フローも、前連結会計年度に引き続きマイナスになっている状況であります。これらの状 況に

より継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 そこで当社グループは下

記対策を講じ、当該状況の解消又は改善に向けて努めてまいります。

　

  １．安定した売上の確保

   ① サービス事業への事業ドメインの移行

　従来から売上の中心となっておりました受託開発案件から、安定的な売上の見込めるサービス事業へ中核事業 

を移行し、安定的且つ継続的に売上計上を図ってまいります。

   ② 保守メンテナンス売上の安定的な確保

  従来から安定的な売上計上をしている保守メンテナンス業務を継続的に行うことにより、安定した収入を確保

します。

   ③ 決済代行サービスを中核とした自社サービスの拡充

  従来から安定的な売上計上をしている決済代行サービスを中核として、新サービスあるいは新機能の付加を行

い、さらに自社サービスを拡充してまいります。

　

  ２．売上総利益率の改善

  当社グループは、開発業務のうち仕様設計、品質管理などの工程は自社内にて行い、製品製造やプログラミン 

グ作業などの工程を協力会社へ外注をしてまいりましたが、その一部を内製化することにより、売上総利益率の 

改善を図ります。

　

  ３．徹底した固定費の削減　

  当社グループは、グループ企業のオフィスの集約や人件費の削減など、徹底した固定費の削減を実施して、収 

益性の改善を図ります。

　

　４．事業ドメインの選択と集中

  当社グループは、従来よりＲＦＩＤを中核技術として様々な応用分野への事業展開を図っておりますが、加え 

て、医療関連分野でのさらなる事業展開を図ることが、当社グループの今後の収益の柱となり得ると考え、中長期

的に拡大の見込まれる付加価値の高い医療関連事業を当社の中核事業と位置づけ、売上と利益の拡大を図りま

す。

　

  ５．経営資源の相互連携と活用

  当社グループは、連結子会社である株式会社ディー・ワークス、イー・キャッシュライフウェア株式会社及び

株式会社ロハス・インスティチュートとの相互による業務連携を深めることにより、ＲＦＩＤ技術、顧客データ

ベース、集金代行スキーム、医療・環境分野でのノウハウ、ＬＯＨＡＳ商標など当社グループ企業の持つ経営資源

を積極的に相互にグループ企業で活用することにより収益力の向上につながり、早期の収益改善に資するものと

見込んでおります。

　

  ６．今後の事業方針「ＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ ＰＬＡＮ」の継続推進

  当社グループは、今後の事業方針としてＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ ＰＬＡＮを策定し、中長期的な成長を確実に

実現させるために、事業ドメインの拡大に取り組んでおりますが、当該方針を引き続き推進することにより、売上

と利益の拡大を図ります。

　

　    しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業に関する重要な不確実性が認められます。 

  なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

　

　　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

　(1) 業績の状況

  当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、高止まりする為替相場やデフレの進行により依然として厳し

さが続き、商品相場の高騰や、雇用情勢などの不透明な状況を反映して消費動向は引き続き低調に推移しました。

  このような状況下、当社グループにおきましては、当社の中核技術であるＲＦＩＤ関連技術を活用したサービス

事業の開発に取り組んでおります。また昨年より取り組んでいる医療クリニック向けのサービス事業を初めとし

て、携帯電話、スマートフォンを中心としたアクセス解析サービスなど、「積み上がり型収益モデル」への事業展開

を引き続き進めております。

なお、新たな事業分野への投資のため、一昨年より業務資本提携を行ってまいりましたロハスカーボンＣＯ２研

究所株式会社の株式の一部を譲渡いたしました。その結果、持分法適用関連会社からは外れましたが、引き続き良好

な関係を保っております。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における業績は、売上高は121,441千円(前年同四半期比82.4％増)となり、営

業損失は16,218千円(前年同四半期は営業損失40,008千円)となりました。また、経常損失は16,300千円(前年同四半

期は経常損失51,062千円)、四半期純損失は56,131千円(前年同四半期は四半期純損失52,172千円)となりました。

　また当第３四半期連結会計期間の営業キャッシュ・フローは5,742千円の支出となっており、第２四半期連結会計

期間に比して15,715千円増加しております。　　　　　
　

　　　　事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりです。　

　　　　（ＲＦＩＤ事業）　

  当社の中核技術であるＲＦＩＤ技術を活用した医療学会向けの会員管理システムの構築と販売、ＲＦＩＤ機能を

搭載した携帯電話向けに、従前より開発を行っている携帯電話向けアプリケーションプラットフォームの提供、決

済サービスのノウハウを生かした集金代行システム等の事業を行っております。この結果、当第３四半期連結会計

期間の売上高は16,377千円(前年同四半期は41,531千円)、営業損失は82千円(前年同四半期は営業損失11,584千円)

となりました。

　

　　　（決済代行事業）

　当事業は、電子商取引を行うEC事業者に対するクレジットカード決済処理サービスの提供並びにクレジットカー

ド会社との加盟店契約代行及び売上代金の収納代行を行う決済代行サービスを行っております。この結果、当第３

四半期連結会計期間の売上高は3,652千円(前年同四半期は3,228千円)、営業利益は1,268千円(前年同四半期は営業

利益764千円)となりました。

　

　　　（マーケティング事業） 

　当事業は、主に連結子会社である株式会社ディー・ワークスにより、携帯電話、スマートフォンを中心としたアク

セス解析サービスを幅広い業種の顧客企業に提供しております。当第３四半期連結会計期間の売上高は54,937千円

(前年同四半期は20,900千円)、営業利益は12,962千円(前年同四半期は営業利益1,643千円)となりました。

　　　

　　　（医療施設・設備貸与事業）

  当事業は、連結子会社であるイー・キャッシュライフウェア株式会社が医療クリニック向けに、医療施設や設備

の貸与を行っております。本事業は、当第３四半期連結会計期間の売上高は43,409千円、営業利益は2,843千円とな

りました。

　　

　　　（その他）

　当事業は、連結子会社である株式会社ロハス・インスティチュート及びイー・キャッシュライフウェア株式会社

が販売する環境関連商品等の販売を「その他」としてセグメントとしております。当第３四半期連結会計期間の売

上高は3,064千円(前年同四半期は936千円)、営業損失は5,167千円(前年同四半期は営業損失4,253千円)となりまし

た。
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　(2) キャッシュ・フローの状況

   当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間に比べ2,324千円減少し

88,404千円(前年同四半期148,225千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　

　    （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは5,742千円の支出(前年同四半期は40,243千円

の支出)となりました。主な要因は、未収入金の増加18,157千円と商品及び製品の増加19,957千円によるものです。

      

　     

　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当第３四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは3,917千円の収入(前年同四半期は20,570千

円の支出)となりました。主な要因は、貸付金の回収による収入6,008千円によるものです。　

　     

      （財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当第３四半期連結会計期間の財務によるキャッシュ・フローは500千円の支出(前年同四半期は増減なし)となり

ました。主な要因は、長期借入れ返済による支出500千円によるものです。

　

  (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

  (4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

　(5) 重要事象等について

　当社グループは、前連結会計年度において営業損失153,717千円、当期純損失270,545千円を計上し、当第３四半期

連結会計期間におきましても、営業損失16,218千円、四半期純損失56,131千円を計上いたしました。また、営業活動

によるキャッシュ・フローも、前連結会計年度に引き続きマイナスになっている状況であります。これらの状況に

より継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　

    そこで当社は下記対策を講じ、当該状況の解消又は改善に向けて努めてまいります。

    なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

　

      １．安定した売上の確保

  ① サービス事業への事業ドメインの移行

  従来から売上の中心となっておりました受託開発案件から、安定的な売上の見込めるサービス事業へ中核事業

を移行し、安定的且つ継続的に売上計上を図ってまいります。

　  ② 保守メンテナンス売上の安定的な確保

  従来から安定的な売上計上をしている保守メンテナンス業務を継続的に行うことにより、安定した収入を確保

します。

　　③ 決済代行サービスを中核とした自社サービスの拡充

　従来から安定的な売上計上をしている決済代行サービスを中核として、新サービスあるいは新機能の付加を行

い、さらに自社サービスを拡充してまいります。

　

　　　２．売上総利益率の改善

　　当社グループは、開発業務のうち仕様設計、品質管理などの工程は自社内にて行い、製品製造やプログラミング作業

などの工程を協力会社へ外注をしてまいりましたが、その一部を内製化することにより、売上総利益率の改善を図

ります。

　

　　　３．徹底した固定費の削減

  　当社グループは、グループ企業のオフィスの集約や人件費の削減など、徹底した固定費の削減を実施して、収益性

の改善を図ります。
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　　　４．事業ドメインの選択と集中

　　当社グループは、従来よりＲＦＩＤを中核技術として様々な応用分野への事業展開を図っておりますが、加えて、医

療関連分野でのさらなる事業展開を図ることが、当社グループの今後の収益の柱となり得ると考え、中長期的に拡

大の見込まれる付加価値の高い医療関連事業を当社の中核事業と位置づけ、売上と利益の拡大を図ります。

　

　　　５．経営資源の相互連携と活用

　　当社グループは、連結子会社である株式会社ディー・ワークス、イー・キャッシュライフウェア株式会社及び株式

会社ロハス・インスティチュートとの相互による業務連携を深めることにより、ＲＦＩＤ技術、顧客データベース、

集金代行スキーム、医療・環境分野でのノウハウ、ＬＯＨＡＳ商標など当社グループ企業の持つ経営資源を積極的

に相互にグループ企業で活用することにより収益力の向上につながり、早期の収益改善に資するものと見込んでお

ります。

　

　　　６．今後の事業方針「ＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ ＰＬＡＮ」の継続推進

　  当社グループは、今後の事業方針としてＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ ＰＬＡＮを策定し、中長期的な成長を確実に実

現させるために、事業ドメインの拡大に取り組んでおりますが、当該方針を引き続き推進することにより、売上と利

益の拡大を図ります。

　　しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業に関する重要な不確実性が認められます。

  なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 130,000

計 130,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 65,237 65,237
東京証券取引所

（マザーズ）

当社は単元株制

度を採用してお

りません。

計 65,237 65,237 － －

　（注）１．普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成23年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。　
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　平成18年３月27日臨時株主総会決議

　区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 　14（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 140（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 22,000（注）３

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月28日

至　平成28年３月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　22,000

資本組入額　11,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の全部又は

一部につき、第三者に対する譲渡、質入、担保権設定その他

の処分を行ってはならないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．平成18年３月27日臨時株主総会決議において、当初は15個を発行いたしましたが、１個の権利行使が行われた

ため合計14個となっております。

　　　　２．当社が、株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割又は併合の比率に応じ、次の算式に

より調整されるものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予

約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

３．新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・合併の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合は除く）又は自己

株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行（処分）株式数

EDINET提出書類

イー・キャッシュ株式会社(E05674)

四半期報告書

11/37



４．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者は、当会社の普通株式が株式上場される日までは、新株予約権を行使できな

いものとする。

②　新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の全部又は一部につき、第三者に対する譲渡、質入、担保権設

定その他の処分を行ってはならないものとする。

③　新株予約権の割当てを受けた者は、割り当てられた新株予約権のうち、次に掲げる期間に応じて、それぞれ

掲げられている割合を「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に定める株式数に乗じて得た株式数

を限度として行使できるものとする。なお、（注）２．に従い株式の数が調整される場合には、すでに新株予

約権を行使した株式数についても同様の調整を加えたうえで、行使できる株式数の算定を行うものとする。

また、行使できる株式数に１株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てて算定する。

ⅰ．平成20年３月28日から平成21年３月27日まで　 30％

ⅱ．平成21年３月28日から平成22年３月27日まで　 60％

ⅲ．平成22年３月28日以降　　　　　　　　　　　100％

④　新株予約権は、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で、これを行使できるものとする。ただし、権利行

使価額の年間合計額が1,200万円を超えることはできない。

⑤　その他権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と新株

予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

５．平成18年11月13日開催の取締役会決議により、平成18年12月８日付で１株を10株に分割しております。これ

により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行

使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　平成22年３月26日取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 　30

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 23,000（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成22年４月13日

至　平成24年４月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　23,000

資本組入額　11,500

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が

当該時点における当社の発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはで

きない。また、本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が、株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割又は併合の比率に応じ、次の 

　　　　　　算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していな

　　　　　　い新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを

　　　　　　切り捨てるものとする。 

　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

２．新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・合併の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合は除く）又は自己

株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行（処分）株式数
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式総
数増減数

 （株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年10月１日～

平成22年12月31日　
－　 65,237 ― 686,197　 －　 689,199　

　

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】　

 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） － － 　－

完全議決権株式（自己株式等） 　－ － 　－

完全議決権株式（その他） 　　普通株式　65,237　 65,237 　－

単元未満株式 　－ － 　－

発行済株式総数 65,237 － －

総株主の議決権 － 65,237 －

 

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　－ 　－ － － － －

計 － － － － －
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 31,00028,30020,60016,80015,00014,20013,00013,00014,500

最低（円） 22,24015,20014,90013,77013,02011,0007,850 7,400 9,250

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

（退任役員）

役名 職名 氏名 退任年月日
取締役 管理部長 宮嶋　淳　　　 平成22年12月１日
取締役 － 遠矢　康太郎 平成22年12月17日

　

　　（役員の異動）　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
事業執行部長
兼管理部長

取締役 事業執行部長 泉　大五郎 平成22年12月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連

結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、清和監査法人によ

る四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 88,404 61,921

受取手形及び売掛金 71,531 20,759

商品及び製品 22,113 1,790

仕掛品 － 5,576

未収入金 22,755 21,298

短期貸付金 276 43,000

関係会社短期貸付金 － 82,955

前払費用 16,703 －

繰延税金資産 644 14

その他 10,446 5,631

貸倒引当金 △428 △205

流動資産合計 232,447 242,742

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,826 3,463

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,593 △3,463

建物及び構築物（純額） 12,232 －

機械及び装置 10,048 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,256 －

機械及び装置（純額） 8,792 －

工具、器具及び備品 30,154 14,838

減価償却累計額及び減損損失累計額 △15,401 △14,568

工具、器具及び備品（純額） 14,753 269

リース資産 5,624 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 △674 －

リース資産（純額） 4,949 －

有形固定資産合計 40,728 269

無形固定資産

ソフトウエア 8,218 12,456

のれん 122,015 37,500

その他 8,100 1,295

無形固定資産合計 138,334 51,252

投資その他の資産

投資有価証券 5,770 －

関係会社株式 － 67,916

長期貸付金 － 2,000

関係会社長期貸付金 － 13,578

敷金及び保証金 69,113 13,350
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

その他 219 544

貸倒引当金 △34 △52

投資その他の資産合計 75,069 97,336

固定資産合計 254,132 148,859

資産合計 486,580 391,601

負債の部

流動負債

買掛金 28,707 18,422

1年内返済予定の長期借入金 3,000 3,000

未払金 7,664 34,151

未払法人税等 4,634 3,047

加盟店預り金 38,752 7,884

その他 6,886 2,823

流動負債合計 89,647 69,330

固定負債

長期借入金 22,000 24,000

固定負債合計 22,000 24,000

負債合計 111,647 93,330

純資産の部

株主資本

資本金 686,197 586,197

資本剰余金 689,199 589,199

利益剰余金 △1,012,984 △887,644

株主資本合計 362,412 287,753

新株予約権 2,265 －

少数株主持分 10,254 10,517

純資産合計 374,932 298,271

負債純資産合計 486,580 391,601
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 194,349 330,452

売上原価 160,586 240,759

売上総利益 33,762 89,693

販売費及び一般管理費 ※
 150,308

※
 166,337

営業損失（△） △116,546 △76,644

営業外収益

受取利息及び配当金 57 2,556

その他 426 66

営業外収益合計 483 2,623

営業外費用

支払利息 － 355

株式交付費 2,559 4,408

持分法による投資損失 10,672 12,535

その他 400 0

営業外費用合計 13,632 17,300

経常損失（△） △129,695 △91,321

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 141

関係会社株式売却益 － 3,374

特別利益合計 － 3,515

特別損失

有形固定資産除却損 － 11

投資有価証券評価損 － 42,741

減損損失 4,610 －

本社移転費用 3,148 －

子会社清算損 3,151 －

特別損失合計 10,909 42,752

税金等調整前四半期純損失（△） △140,605 △130,558

法人税等 712 3,481

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △134,040

少数株主損失（△） △1,209 △262

四半期純損失（△） △140,108 △133,777
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 66,596 121,441

売上原価 54,333 91,752

売上総利益 12,263 29,689

販売費及び一般管理費 ※
 52,271

※
 45,907

営業損失（△） △40,008 △16,218

営業外収益

受取利息及び配当金 18 66

貸倒引当金戻入額 － 5

その他 0 2

営業外収益合計 18 75

営業外費用

支払利息 － 157

持分法による投資損失 10,672 －

その他 400 0

営業外費用合計 11,072 157

経常損失（△） △51,062 △16,300

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 141

関係会社株式売却益 － 3,374

特別利益合計 － 3,515

特別損失

有形固定資産除却損 － 5

投資有価証券評価損 － 42,741

子会社清算損 1,752 －

特別損失合計 1,752 42,746

税金等調整前四半期純損失（△） △52,814 △55,531

法人税等 567 544

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △56,076

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,209 55

四半期純損失（△） △52,172 △56,131
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △140,605 △130,558

減価償却費 505 15,835

減損損失 4,610 －

株式交付費 2,559 4,408

のれん償却額 1,423 17,209

本社移転費用 3,148 －

子会社清算損益（△は益） 3,151 －

受取利息及び受取配当金 △57 △2,556

持分法による投資損益（△は益） 10,672 12,535

関係会社株式売却損益（△は益） － △3,374

投資有価証券評価損益（△は益） － 42,741

売上債権の増減額（△は増加） 97,530 △50,771

たな卸資産の増減額（△は増加） 947 △14,746

仕入債務の増減額（△は減少） △96,983 10,284

未収入金の増減額（△は増加） 35,527 14,927

未払金の増減額（△は減少） △57,158 △22,495

前払費用の増減額（△は増加） － △11,401

加盟店預り金の増減額（△は減少） △9,284 30,868

その他 4,523 △2,567

小計 △139,489 △89,660

利息及び配当金の受取額 57 2,556

利息の支払額 － △355

法人税等の支払額 △359 △1,902

営業活動によるキャッシュ・フロー △139,792 △89,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,743 △11,009

無形固定資産の取得による支出 △1,371 △7,556

子会社の清算による収入 2,345 －

関係会社株式の取得による支出 △172,200 －

貸付けによる支出 △20,000 △3,000

貸付金の回収による収入 － 43,731

敷金及び保証金の差入による支出 △12,060 △45

敷金及び保証金の回収による収入 22,659 1,290

事業譲受による支出 － ※2
 △103,421

その他 △570 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △184,940 △80,011
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 － △2,000

株式の発行による収入 243,676 195,591

新株予約権の発行による収入 － 2,265

財務活動によるキャッシュ・フロー 243,676 195,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,056 26,483

現金及び現金同等物の期首残高 230,436 61,921

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△1,123 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 148,255

※1
 88,404
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【継続企業の前提に関する注記】

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

　  当社グループは、前連結会計年度において営業損失153,717千円、当期純損失270,545千円を計上し、当第３四半

期連結会計期間におきましても、営業損失16,218千円、四半期純損失56,131千円を計上いたしました。また、営業

活動によるキャッシュ・フローも、前連結会計年度に引き続きマイナスになっている状況であります。これらの

状況により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　        そこで当社は下記対策を講じ、当該状況の解消又は改善に向けて努めてまいります。

　

  １．安定した売上の確保

 　 ① サービス事業への事業ドメインの移行

　従来から売上の中心となっておりました受託開発案件から、安定的な売上の見込めるサービス事業へ中核事業

を移行し、安定的且つ継続的に売上計上を図ってまいります。

　    　　② 保守メンテナンス売上の安定的な確保

  従来から安定的な売上計上をしている保守メンテナンス業務を継続的に行うことにより、安定した収入を確保

します。

　  　　　③ 決済代行サービスを中核とした自社サービスの拡充

　従来から安定的な売上計上をしている決済代行サービスを中核として、新サービスあるいは新機能の付加を行

い、さらに自社サービスを拡充してまいります。

　

　２．売上総利益率の改善

　　当社グループは、開発業務のうち仕様設計、品質管理などの工程は自社内にて行い、製品製造やプログラミング作

業などの工程を協力会社へ外注をしてまいりましたが、その一部を内製化することにより、売上総利益率の改善

を図ります。

　

　３．徹底した固定費の削減

  　当社グループは、グループ企業のオフィスの集約や人件費の削減など、徹底した固定費の削減を実施して、収益

性の改善を図ります。

　

　４．事業ドメインの選択と集中

　　当社グループは、従来よりＲＦＩＤを中核技術として様々な応用分野への事業展開を図っておりますが、加えて、

医療関連分野でのさらなる事業展開を図ることが、当社グループの今後の収益の柱となり得ると考え、中長期的

に拡大の見込まれる付加価値の高い医療関連事業を当社の中核事業と位置づけ、売上と利益の拡大を図ります。

　

　５．経営資源の相互連携と活用

　　当社グループは、連結子会社である株式会社ディー・ワークス、イー・キャッシュライフウェア株式会社及び株

式会社ロハス・インスティチュート、との相互による業務連携を深めることにより、ＲＦＩＤ技術、顧客データ

ベース、集金代行スキーム、医療・環境分野でのノウハウ、ＬＯＨＡＳ商標など当社グループ企業の持つ経営資源

を積極的に相互にグループ企業で活用することにより収益力の向上につながり、早期の収益改善に資するものと

見込んでおります。

　

　６．今後の事業方針「ＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ ＰＬＡＮ」の継続推進

　  当社グループは、今後の事業方針としてＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ ＰＬＡＮを策定し、中長期的な成長を確実に

実現させるために、事業ドメインの拡大に取り組んでおりますが、当該方針を引き続き推進することにより、売上

と利益の拡大を図ります。

　

　　しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業に関する重要な不確実性が認められます。

 　 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。　　　
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）　

１．持分法の適用に関する事項の変更 (1) 持分法適用関連会社の変更

　　第２四半期連結会計期間まで持分法適用関連会社としておりましたロハス

カーボンＣＯ２研究所株式会社は、平成22年11月12日に同社の株式の一部を譲

渡することににより関連会社でなくなったため、当第３四半期連結会計期間よ

り、持分法適用関連会社から除外しております。

 (2) 変更後の持分法適用関連会社の数

　　なし　

２．会計処理基準に関する事項の変更 　資産除去債務に関する会計基準の適用

   第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

 業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基

 準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用

 しております。

   これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

　　

　

【表示方法の変更】

　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日至　平成22年12月31日）

　(四半期連結損益計算書関係)

 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、株式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連

結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。

　(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  前第３四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「前払費用の増減額(△は増加)」は、重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記しております。

　なお、前第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「前

払費用の増減額(△は増加)」は、1,925千円であります。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日至　平成22年12月31日）

　(四半期連結損益計算書関係)

 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、株式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連

結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

連結納税制度の適用　

  第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

        該当事項はありません。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

給与 37,834千円 役員報酬 22,573千円

給与　 28,989千円

のれん償却費　 17,209千円

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

給与 12,208千円 役員報酬 6,982千円

給与 3,226千円

のれん償却費 6,472千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在） （平成22年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金 148,255

　現金及び現金同等物 148,255

　

 （千円）

現金及び預金 88,404

　現金及び現金同等物 88,404

　
 　　　　　　　　　　　　　　　　         　 ※２　事業譲受により引き継いだ資産及び負債の主な内訳　

       当第３四半期連結累計期間にロハスカーボンＣＯ２

　　 研究所株式会社より譲受けた資産及び負債の内訳並び

     に事業譲受価額と事業譲受による支出との関係は次の

     とおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　            （千円） 

固定資産 97,551　

のれん　 102,448

事業譲受の対価　 200,000

事業譲受時の債権債務の相殺額 △96,578

差引：事業譲受による支出　 103,421　
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　65,237株

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

　平成22年新株予約権

　新株予約権の目的となる株式の種類　　　　普通株式

　新株予約権の目的となる株式の数　　　　　3,000株

　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　2,265千円　

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

５．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成22年４月12日付で、スガキコシステムズ株式会社、高田隆右氏、小栗正次氏、小黒一三氏、玉木栄三

郎氏から第三者割当増資の払込を受けました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が100,000

千円、資本準備金が100,000千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が686,197千円、資本準備

金が689,199千円となっております。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自  平成21年10月１日　至  平成21年12月31日）

 
RFID事業
（千円）

決済代行
事業
（千円）

マーケティ
ング事業　　
（千円）　　

その他事業
（千円）　

計（千円）
消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 41,5313,22820,900 936 66,596 － 66,596

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － － －

計 41,5313,22820,900 936 66,596 － 66,596

営業利益又は営業損失（△） △11,584 764 1,643△4,253△13,429△26,578△40,008

前第３四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日　至  平成21年12月31日）

 
RFID事業
（千円）

決済代行
事業
（千円）

マーケティ
ング事業　　
（千円）

その他事業
　

（千円）
計（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 146,53210,47936,400 936 194,349 － 194,349

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － － －

計 146,53210,47936,400 936 194,349 － 194,349

営業利益又は営業損失（△） △33,355 156 3,307△4,264△34,155△82,390△116,546

　（注）１．事業区分の方法

　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事　業　区　分 主　要　製　品

①RFID事業

・RFID技術を応用した新規事業の企画立案

 ・ハードウェアの企画及び開発の受託

 ・ソフトウェアの企画及び開発の受託

・事業コンサルティングサービス

・システムインテグレーション

・マーケティング・営業支援

②決済代行事業

・電子商取引を行うEC事業者に対するクレジットカード決済処理サービスの提供

・EC事業者に対するクレジットカード決済に関わるクレジットカード会社との加盟

店契約代行及び売上代金の収納代行業務

③マーケティン

グ事業　
・医療クリニックに対するマーケティング業務

④その他事業　 ・健康グッズ等の販売　

 　　　 ３．事業区分の方法の変更 

   第２四半期会計期間より、医療クリニックに対するマーケティング事業を開始したため、医療クリニックに

 対するマーケティング事業を「マーケティング事業」に区分しました。また、株式会社ロハス・インスティチ

 ュート及びイー・キャッシュライフウェア株式会社を新たに連結の範囲に含めたことに伴い、同社が販売する

 健康グッズ等を「その他事業」へ区分しております。　
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　　　  ４．会計処理の方法の変更

   四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更７に記載のとおり、第１四半期連結会計期

 間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会

 計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用しております。

　　　　　  これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。　　

　

　　　　５．営業費用の配賦方法の変更　

   前連結会計年度末まで、管理部門に係る費用につきましては、一部の費用を除き各セグメントの工数及び人

 員数の割合で各セグメントに配賦しておりましたが、当第３四半期連結会計期間より、セグメント損益管理を

 より厳格に実施する必要性から、営業費用の態様と配賦基準を見直した結果、管理部門に係る費用のうち配賦

 可能な費用につきましては、一定の配賦基準に変更し各セグメントに配賦することとしました。また、関連が

 明らかでない費用については、配賦不能営業費用として「消去又は全社」に表示することとしました。

　 この変更に伴い、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、

 RFID事業が37,010千円増加、決済代行事業が2,302千円増加しております。また、当第３四半期連結会計期間

 より新たに発生した「マーケティング事業」及び「その他事業」のセグメントにつきましても、同様の基準に

 より配賦を行っており、マーケティング事業が592千円減少、その他事業が100千円減少となっております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）　

　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）　

　　海外売上高がないため該当事項はありません。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日　至  平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計

期間（自  平成22年10月１日　至  平成22年12月31日）

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は、

ＲＦＩＤ事業としてＲＦＩＤ技術を応用した新規事業の企画立案及び実行を主要サービスとして提供して

おります。

　また、ＲＦＩＤ事業の他に、電子商取引を行うＥＣ事業者に対するクレジットカード決済処理サービスの提

供及びクレジットカード決済に関わるクレジットカード会社との加盟店契約代行及び売上代金の収納代行

を行う決済代行事業、マーケティング事業として医療クリニックに対するマーケティング支援サービスの提

供並びに携帯サイト専用アクセス解析サービスを幅広い業種の顧客企業に提供する事業、医療クリニック向

けの医療施設・設備貸与事業を行っております。

　したがって、当社は、事業会社を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ＲＦＩ

Ｄ事業」、「決済代行事業」、「マーケティング事業」及び「医療施設・設備貸与事業」の４つを報告セグ

メントとしております。

　　　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日　至  平成22年12月31日） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

　

報告セグメント
その他
（注）１
　

調整額
（注）２
　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３　

ＲＦＩＤ事
業

決済代行
事業

マーケティ
ング事業

医療施設
・設備貸与
事業

計

 売上高                                 

外部顧客への

売上高
48,28813,790176,66285,935324,6765,775 － 330,452

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － － － －

計 48,28813,790176,66285,935324,6765,775 － 330,452

セグメント利益又

は損失(△) 
△10,4511,62031,9845,87929,033△11,389△94,289△76,644

　　　　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療・環境関連商品等の販売

事業等を含んでおります。

　　　　　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△94,289千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等で

あります。

　　　　　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を行ってお

ります。
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　当第３四半期連結会計期間（自  平成22年10月１日　至  平成22年12月31日） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

　

報告セグメント
その他
（注）１
　

調整額
（注）２
　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３　

ＲＦＩＤ事
業

決済代行
事業

マーケティ
ング事業

医療施設
・設備貸与
事業

計

 売上高                                 

外部顧客への

売上高
16,3773,65254,93743,409118,3773,064 － 121,441

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － － － －

計 16,3773,65254,93743,409118,3773,064 － 121,441

セグメント利益又

は損失(△) 
△82 1,26812,9622,84316,991△5,167△28,042△16,218

　　　　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療・環境関連商品等の販売

事業等を含んでおります。

　　　　　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△28,042千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等で

あります。

              ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を

行っております。

　　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　        当第３四半期連結会計期間（自  平成22年10月１日　至  平成22年12月31日）

  当第１四半期連結会計期間において、連結子会社であるイー・キャッシュライフウェア株式会社が持分

法適用関連会社であったロハスカーボンＣＯ２研究所株式会社より医療施設・設備貸与事業を譲り受け

ました。この事業譲受により発生したのれんの一部について、内部取引であることから持分法適用関連会

社の未実現利益と相殺消去しておりましたが、当第３四半期連結会計期間においてロハスカーボンＣＯ２

研究所株式会社が持分法適用から除外されたことに伴いのれんの消去が不要となりました。   

  このため、当第３四半期連結会計期間の「医療施設・設備貸与事業」セグメントにおいて、のれんが

19,560千円増加しております。

          　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号平成20年３月21日）を適用しております。

 　　　　

４．報告セグメントごとの変更等に関する事項

　　　　　当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日　至  平成22年12月31日）

　当社は、従来、「ＲＦＩＤ事業」「決済代行事業」「マーケティング事業」の３つを報告セグメントとし

おりましたが、当第２四半期連結累計期間より「ＲＦＩＤ事業」「決済代行事業」「マーケティング事

業」「医療施設・設備貸与事業」の４つの報告セグメントに変更しております。 

　この変更は、当第２四半期において当社の持分法適用関連会社であったロハスカーボンＣＯ２研究所株

式会社(当第３四半期連結会計期間に持分法適用関連会社から除外)より、連結子会社であるイー・キャッ

シュライフウェア株式会社が医療施設・設備貸与事業の事業譲受を行ったことによるものであります。　
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（金融商品関係）

　　　　該当事項はありません。

　

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。　

　

　

（資産除去債務関係）

　　　　当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

　

　当社グループは、本社及びクリニック施設の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を

有しておりますが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期間が明確でなく、将来移転する予定もないことから、資

産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりま

せん。　　　　　　　　　　　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 5,555.33円 １株当たり純資産額 5,399.84円

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △3,500.96円 １株当たり四半期純損失金額（△） △2,063.29円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純損失（△）（千円） △140,108 △133,777

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △140,108 △133,777

期中平均株式数（株） 40,020 64,837

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－　 －　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △994.26円 １株当たり四半期純損失金額（△） △860.43円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純損失（△）（千円） △52,172 △56,131

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △52,172 △56,131

期中平均株式数（株） 52,474 65,237

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－　 －　
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成22年２月９日

イー・キャッシュ株式会社

取締役会　御中

清　和　監　査　法　人

　
指定社員
業務執行社員 公認会計士　　筧　　　悦　生　　印

　 　 　

　
指定社員
業務執行社員 公認会計士　　南　方　美千雄　　印

　 　 　

　
指定社員
業務執行社員 公認会計士　　藤　本　　　亮　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているイー・キャッシュ

株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第20期事業年度の第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日

から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、イー・キャッシュ株式会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において多額の営業損失及び当期純損

失を計上し、当第３四半期連結累計期間においても、多額の営業損失及び四半期純損失を計上した。また、営業活動によ

るキャッシュ・フローも前連結会計年度に引き続きマイナスとなっている状況であり、継続企業の前提に関する重要な

疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、

当該状況に対する経営者の対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映

されていない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年１月20日開催の取締役会において、平成22年２月12日を効

力発生日として、株式交換により株式会社ディー・ワークスを完全子会社とすることを決議している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成23年２月10日

イー・キャッシュ株式会社

取締役会　御中

清　和　監　査　法　人

　
指定社員
業務執行社員 公認会計士　　筧　　　悦　生　　印

　 　 　

　
指定社員
業務執行社員 公認会計士　　藤　本　　　亮　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているイー・キャッシュ

株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日か

ら平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、イー・キャッシュ株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の

財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

  追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において多額の営業損失及び当期

純損失を計上し、当第３四半期連結累計期間においても、多額の営業損失及び四半期純損失を計上した。また、営業活

動によるキャッシュ・フローも前連結会計年度に引き続きマイナスとなっている状況であり、継続企業の前提に関

する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる。なお、当該状況に対する経営者の対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載

されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半

期連結財務諸表に反映されていない。

　

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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